
・・・第７部会

         ※ただし、職場意見の集約について、各部局に照会を行う予定です。
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（１）目的 
総合計画の素案の策定。 
総合計画の策定に係る総合調整。 

（２）構成 
副市長、水道事業管理者、病院事
業管理者、教育長、各部長 

（１）目的 
総合計画の素案の策定を円滑に
行い、職員の参加を推進する。 

（２）構成 
各室長（指定する次長級職員）及
び公募による39歳以下の職員 
7部会で構成 

（１）目的 
職場の意見を集約、調整し、素案の
検討の場とする。 

（２）構成 
①各部総合計画検討会議 
 （部長、次長、各室長） 

②各室総合計画ワーキングチーム 
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＜部内の意見集約の例＞ 


